
取引規程類の改定内容（案）
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2021年8月2日

電力需給調整力取引所



 変更１：電源Ⅰｰｂリクワイアメント見直しに伴う取引規程類の改定

… 第62回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会において、電源Ⅰｰｂのリクワイアメン
トが見直された（電源Ⅰｰｂは、三次①に応札しないことが明確化された）ことによる改定

 取引規程（別冊三次①）
（供出可能量の定義式における“電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力” の削除）

 取引ガイド（三次①）
（アセスメントⅠ算定式における“電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力” の削除）

 取引ガイド（三次②）
（アセスメントⅠに関して“電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力を含めない形に変更予定”の記載を削除）

 変更２：専用線オンライン工事におけるセキュリティチェックリストの提出義務化に伴う
取引ガイド別紙 業務フローの修正

…セキュリティ保持の観点から、セキュリティチェックリストの提出とタイミングを明確するための修正

 取引ガイド別紙 業務フロー
（専用線オンライン工事においても、簡易指令システム工事同様、セキュリティチェックリストの提出を義務化）

取引規程類の改定内容＜概要１／２＞
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 変更３：電力量計に関する取引ガイドの修正

… 日本産業規格（JIS）に関する記載等を修正する必要性が判明したことによる改定

 取引規程 (本則)

(日本産業規格（JIS ）に関する記載等について一部修正）

 取引ガイド（三次①）
（日本産業規格（JIS）に関連する記載等について一部修正）

 取引ガイド（三次②）
（日本産業規格（JIS）に関連する記載等について一部修正）

取引規程類の改定内容＜概要２／２＞
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 取引規程（別冊三次①）の改定
（アセスメントⅠ算定式における“電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力” の削除）

変更１による取引規程（別冊三次①）の改定内容
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変更１による取引規程の改定内容（別冊三次①）

 取引規程（別冊三次①）の改定
（供出可能量の定義式における“電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力” の削除）

新

（アセスメント）
第39条 属地エリアの一般送配電事業者は，取引会員が，提供期間において， ・・・（中略）

(1) 提供期間におけるリソースの供出可能量がΔkW約定量を下回っていないことを評価する（以下，「アセ
スメントI」という）ものとし，・・・（中略）

イ 同一リソースが同一提供期間において複数約定していない場合

(ｲ) 発電リソースの場合
発電上限電力－発電計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力

(ﾛ) 需要リソースの場合
合計基準値電力－合計需要抑制計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力

ロ 同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合

(ｲ) 発電リソースの場合
発電上限電力―発電計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力－控除ΔｋＷ約定量

(ﾛ) 需要リソースの場合
合計基準値電力－合計需要抑制計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力－控除ΔｋＷ約定量

上式の電源Ⅰ契約等契約電力は，・・・（以下、省略）
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旧

変更１による取引規程の改定内容（別冊三次①）

（アセスメント）
第39条 属地エリアの一般送配電事業者は，取引会員が，提供期間において， ・・・（中略）

(1) 提供期間におけるリソースの供出可能量がΔkW約定量を下回っていないことを評価する（以下，「アセ
スメントI」という）ものとし，・・・（中略）

イ 同一リソースが同一提供期間において複数約定していない場合

(ｲ) 発電リソースの場合
発電上限電力－発電計画電力－（電源Ⅰ契約等契約電力－電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力）

(ﾛ) 需要リソースの場合
合計基準値電力－合計需要抑制計画電力－（電源Ⅰ契約等契約電力－電源Ⅰ需給バランス調整力
契約電力）

ロ 同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合

(ｲ) 発電リソースの場合
発電上限電力―発電計画電力－（電源Ⅰ契約等契約電力－電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力）
－控除ΔｋＷ約定量

(ﾛ) 需要リソースの場合
合計基準値電力－合計需要抑制計画電力－（電源Ⅰ契約等契約電力－電源Ⅰ需給バランス調整力
契約電力）－控除ΔｋＷ約定量

上式の電源Ⅰ契約等契約電力は，・・・（以下、省略）
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 取引ガイド（三次①）の改定
（アセスメントⅠ算定式における“電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力” の削除）

変更１による取引ガイド（三次①）の修正内容
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アセスメント アセスメントⅠ(発電リソース)b.2-9.

 アセスメントⅠについては、ΔkWの供出可能量が、ΔkW約定量を下回っていないかを確認します。

 同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合は、ΔｋＷ約定単価が安い順にアセスメントⅠを実施いたします。な
お、属地TSOが発電上限に出力制約等が反映されておらず不適当を認めた場合、発電上限電力を修正します。

発電上限電力

発電計画電力

ΔkW

約定量供出可能量

ΔkW

約定量

発電計画

電力

発電計画

電力

ΔkW

約定量

発電計画

電力

電源Ⅰ契約等契約電力

供出可能量がΔkW
約定量を上回っており

リソース要件適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

ΔkW

約定量

発電計画

電力

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

出力制約反映

取引規程 第8章 第39条

〇発電リソースにおけるアセスメントⅠの算定式
・同一リソースが同一提供期間において複数約定していない場合

供出可能量＝発電上限電力－発電計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1

・同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合
供出可能量＝発電上限電力－発電計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1－控除ΔkW約定量※2

※1 電源Ⅰ周波数調整力契約、電源Ⅰ需給バランス調整力契約および電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約の契約電力
※2 当該リソースにおいて評価対象約定分のΔkW約定単価よりΔkW約定単価が安い約定分および評価対象の約定分とΔｋＷ約定単価が同一

かつ既に評価を行った約定分の約定量合計
（同一リソースが三次調整力②および三次調整力①に約定している場合、上式に三次調整力②の約定量も含めます）

TSOが出力制約等を反映

135新
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アセスメント アセスメントⅠ(発電リソース)b.2-9.

 アセスメントⅠについては、ΔkWの供出可能量が、ΔkW約定量を下回っていないかを確認します。

 同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合は、ΔｋＷ約定単価が安い順にアセスメントⅠを実施いたします。な
お、属地TSOが発電上限に出力制約等が反映されておらず不適当を認めた場合、発電上限電力を修正します。

発電上限電力

発電計画電力

ΔkW

約定量供出可能量

ΔkW

約定量

発電計画

電力

発電計画

電力

ΔkW

約定量

発電計画

電力

電源Ⅰ契約等契約電力

供出可能量がΔkW
約定量を上回っており

リソース要件適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

ΔkW

約定量

発電計画

電力

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

出力制約反映

取引規程 第8章 第39条

〇発電リソースにおけるアセスメントⅠの算定式
・同一リソースが同一提供期間において複数約定していない場合

供出可能量＝発電上限電力－発電計画電力－（電源Ⅰ契約等契約電力※1 －電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力）
・同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合

供出可能量＝発電上限電力－発電計画電力
－（電源Ⅰ契約等契約電力※1 －電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力）－控除ΔkW約定量※2

※1 電源Ⅰ周波数調整力契約、電源Ⅰ需給バランス調整力契約および電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約の契約電力
※2 当該リソースにおいて評価対象約定分のΔkW約定単価よりΔkW約定単価が安い約定分および評価対象の約定分とΔｋＷ約定単価が同一

かつ既に評価を行った約定分の約定量合計
（同一リソースが三次調整力②および三次調整力①に約定している場合、上式に三次調整力②の約定量も含めます）

TSOが出力制約等を反映

135旧
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アセスメント アセスメントⅠ(需要リソース)c.2-9.

 アセスメントⅠについては、ΔkWの供出可能量が、ΔkW約定量を下回っていないかを確認します。

 同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合は、ΔｋＷ約定単価が安い順にアセスメントⅠを実
施いたします。

合計基準値電力

ΔkW

約定量

供出可能量

ΔkW

約定量

合計需要抑制
計画電力

ΔkW

約定量

電源Ⅰ契約等契約電力

供出可能量がΔkW
約定量を上回っており

リソース要件適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

取引規程 第8章 第39条

〇需要リソースにおけるアセスメントⅠの算定式
・同一リソースが同一提供期間において複数約定していない場合

供出可能量＝合計基準値電力－合計需要抑制計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1

・同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合
供出可能量＝合計基準値電力－合計需要抑制計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1 －控除ΔkW約定量※2

※1 電源Ⅰ周波数調整力契約、電源Ⅰ需給バランス調整力契約および電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約の契約電力
※2 当該リソースにおいて評価対象約定分のΔkW約定単価よりΔkW約定単価が安い約定分および評価対象の約定分とΔｋＷ約定単価が同一

かつ既に評価を行った約定分の約定量合計

合計需要抑制
計画電力

136新
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アセスメント アセスメントⅠ(需要リソース)c.2-9.

 アセスメントⅠについては、ΔkWの供出可能量が、ΔkW約定量を下回っていないかを確認します。

 同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合は、ΔｋＷ約定単価が安い順にアセスメントⅠを実
施いたします。

合計基準値電力

ΔkW

約定量

供出可能量

ΔkW

約定量

合計需要抑制
計画電力

ΔkW

約定量

電源Ⅰ契約等契約電力

供出可能量がΔkW
約定量を上回っており

リソース要件適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

取引規程 第8章 第39条

〇需要リソースにおけるアセスメントⅠの算定式
・同一リソースが同一提供期間において複数約定していない場合
供出可能量＝合計基準値電力－合計需要抑制計画電力

－（電源Ⅰ契約等契約電力※1 －電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力）
・同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合
供出可能量＝合計基準値電力－合計需要抑制計画電力

－（電源Ⅰ契約等契約電力※1 －電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力）－控除ΔkW約定量※2

※1 電源Ⅰ周波数調整力契約、電源Ⅰ需給バランス調整力契約および電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約の契約電力
※2 当該リソースにおいて評価対象約定分のΔkW約定単価よりΔkW約定単価が安い約定分および評価対象の約定分とΔｋＷ約定単価が同一

かつ既に評価を行った約定分の約定量合計

合計需要抑制
計画電力

136旧
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 取引ガイド（三次②）の改定
（アセスメントⅠに関して“電源Ⅰ需給バランス調整力契約電力を含めない形に変更予定”の記載を削除）

変更１による取引ガイド（三次②）の修正内容
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アセスメント アセスメントⅠ(発電リソース)b.2-9.

 アセスメントⅠについては、ΔkWの供出可能量が、ΔkW約定量を下回っていないかを確認します。

 同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合は、ΔｋＷ約定単価が安い順にアセスメントⅠを実施いたしま
す。なお、属地TSOが発電上限に出力制約等が反映されておらず不適当を認めた場合、発電上限電力を修正します。

発電上限電力

発電計画電力

ΔkW

約定量供出可能量

ΔkW

約定量

発電計画

電力

発電計画

電力

ΔkW

約定量

発電計画

電力

電源Ⅰ契約等契約電力

供出可能量がΔkW
約定量を上回っており

リソース要件適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

ΔkW

約定量

発電計画

電力

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

出力制約反映

取引規程 第8章 第39条

〇発電リソースにおけるアセスメントⅠの算定式
・同一リソースが同一提供期間において複数約定していない場合

供出可能量＝発電上限電力－発電計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1

・同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合
供出可能量＝発電上限電力－発電計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1 －控除ΔkW約定量※2

※1 電源Ⅰ周波数調整力契約、電源Ⅰ需給バランス調整力契約および電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約の契約電力

※2 当該リソースにおいて評価対象約定分のΔkW約定単価よりΔkW約定単価が安い約定分および評価対象の約定分と
ΔｋＷ約定単価が同一かつ既に評価を行った約定分の約定量合計
（同一リソースが三次調整力②および三次調整力①に約定している場合、上式に三次調整力①の約定量も含めます）

TSOが出力制約等を反映

117新
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アセスメント アセスメントⅠ(発電リソース)b.2-9.

 アセスメントⅠについては、ΔkWの供出可能量が、ΔkW約定量を下回っていないかを確認します。

 同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合は、ΔｋＷ約定単価が安い順にアセスメントⅠを実施いたしま
す。なお、属地TSOが発電上限に出力制約等が反映されておらず不適当を認めた場合、発電上限電力を修正します。

発電上限電力

発電計画電力

ΔkW

約定量供出可能量

ΔkW

約定量

発電計画

電力

発電計画

電力

ΔkW

約定量

発電計画

電力

電源Ⅰ契約等契約電力

供出可能量がΔkW
約定量を上回っており

リソース要件適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

ΔkW

約定量

発電計画

電力

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

出力制約反映

取引規程 第8章 第39条

〇発電リソースにおけるアセスメントⅠの算定式
・同一リソースが同一提供期間において複数約定していない場合

供出可能量＝発電上限電力－発電計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1

・同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合
供出可能量＝発電上限電力－発電計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1 －控除ΔkW約定量※2

※1 電源Ⅰ周波数調整力契約、電源Ⅰ需給バランス調整力契約および電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約の契約電力
（なお、三次調整力①の広域調達が開始される2022年度より、電源Ⅰ需給バランス調整力契約の契約電力を含めない形に変更いたします）

※2 当該リソースにおいて評価対象約定分のΔkW約定単価よりΔkW約定単価が安い約定分および評価対象の約定分と
ΔｋＷ約定単価が同一かつ既に評価を行った約定分の約定量合計
（同一リソースが三次調整力②および三次調整力①に約定している場合、上式に三次調整力①の約定量も含めます）

TSOが出力制約等を反映

117旧
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アセスメント アセスメントⅠ(需要リソース)c.2-9.

 アセスメントⅠについては、ΔkWの供出可能量が、ΔkW約定量を下回っていないかを確認します。

 同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合は、ΔｋＷ約定単価が安い順にアセスメントⅠを実
施いたします。

合計基準値電力

ΔkW

約定量

供出可能量

ΔkW

約定量

合計需要抑制

計画電力

ΔkW

約定量

電源Ⅰ契約等契約電力

供出可能量がΔkW
約定量を上回っており

リソース要件適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

取引規程 第8章 第39条

〇需要リソースにおけるアセスメントⅠの算定式
・同一リソースが同一提供期間において複数約定していない場合
供出可能量＝合計基準値電力－合計需要抑制計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1

・同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合
供出可能量＝合計基準値電力－合計需要抑制計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1 －控除ΔkW約定量※2

※1 電源Ⅰ周波数調整力契約、電源Ⅰ需給バランス調整力契約および電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約の契約電力

※2 当該リソースにおいて評価対象約定分のΔkW約定単価よりΔkW約定単価が安い約定分および評価対象の約定分と
ΔｋＷ約定単価が同一かつ既に評価を行った約定分の約定量合計

合計需要抑制

計画電力

118新
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アセスメント アセスメントⅠ(需要リソース)c.2-9.

 アセスメントⅠについては、ΔkWの供出可能量が、ΔkW約定量を下回っていないかを確認します。

 同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合は、ΔｋＷ約定単価が安い順にアセスメントⅠを実
施いたします。

合計基準値電力

ΔkW

約定量

供出可能量

ΔkW

約定量

合計需要抑制

計画電力

ΔkW

約定量

電源Ⅰ契約等契約電力

供出可能量がΔkW
約定量を上回っており

リソース要件適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

供出可能量がΔkW
約定量を下回っており
リソース要件不適合

取引規程 第8章 第39条

〇需要リソースにおけるアセスメントⅠの算定式
・同一リソースが同一提供期間において複数約定していない場合
供出可能量＝合計基準値電力－合計需要抑制計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1

・同一リソースが同一提供期間において複数約定している場合
供出可能量＝合計基準値電力－合計需要抑制計画電力－電源Ⅰ契約等契約電力※1 －控除ΔkW約定量※2

※1 電源Ⅰ周波数調整力契約、電源Ⅰ需給バランス調整力契約および電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約の契約電力
（なお、三次調整力①の広域調達が開始される2022年度より、電源Ⅰ需給バランス調整力契約の契約電力を含めない形に変更いたします）

※2 当該リソースにおいて評価対象約定分のΔkW約定単価よりΔkW約定単価が安い約定分および評価対象の約定分と
ΔｋＷ約定単価が同一かつ既に評価を行った約定分の約定量合計

合計需要抑制

計画電力

118旧
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 取引ガイド別紙 業務フローの修正
（専用線オンライン工事においても、簡易指令システム工事同様、セキュリティチェックリストの提出を義務化）

変更２による取引ガイド別紙 業務フローの修正内容
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変更２による取引ガイド別紙 業務フローの修正内容

新
○専用線オンライン工事フロー

市場参加者

（調整力提供者）
－

一般送配電事業者

（受付・審査箇所）
一般送配電事業者

（中央給電指令所ならびに制御ｼｽﾃﾑ・通信関係部門）

ＨＰよりＤＬ

市
場
参
加
申
込
時

（

1
～

2

ヶ

月

程

度
）

可

専用線工事申し込み 申し込み受付け

関係箇所工事費見積り

専用線工事費見積り通知専用線工事費見積り受領

専用線工事費見積り確認

専用線工事見積り確認連絡

・セキュリティチェックリストor報告書

（押印あり）を電子データで提出

※セキュリティチェックリストor報告書の

本書（押印あり）は別途郵送にて送付

確認連絡受け

専用線工事費見積依頼

および設備情報提供

「(様式9)情報提示依頼兼秘密保持

誓約書他」をＨＰに公表

「(様式9)情報提示依頼 兼

秘密保持誓約書他」作成

上記書類と関係書類提出

専用線工事申し込み

専用線工事費見積り集約

専用線工事費見積依頼

および設備情報提供

「(様式9)情報提示依頼 兼
秘密保持誓約書他」作成

上記書類と関係書類※1提出

No.4

※１ 関係書類につきましては、

申込する電源の契約状況に応じ

て、個別にご案内させていただき

ます。

※２ 市場参加者の見積り確認

の期間が長くなる場合、標準期

間はこの限りではございません。

また、託送供給に係わる受電側

接続検討等は本期間に含んでお

りません。

メール

郵送

問い合わせフォーム

電話、メール等

(AC)セキュリティチェックリスト

or

(発電機)報告書様式

セキュリティチェックリスト
or 報告書

記載抜け漏れチェック
記入漏れあり
（再提出要請の連絡）

記入漏れなし

(AC)セキュリティチェックリスト（押印あり）

or

(発電機)報告書様式（押印あり）
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変更２による取引ガイド別紙 業務フローの修正内容

旧
○専用線オンライン工事フロー

市場参加者

（調整力提供者）
－

一般送配電事業者

（受付・審査箇所）
一般送配電事業者

（中央給電指令所ならびに制御ｼｽﾃﾑ・通信関係部門）

ＨＰよりＤＬ

市

場

参

加

申

込

時

（

1

～

2

ヶ

月

程

度

）

可

専用線工事申し込み 申し込み受付け

関係箇所工事費見積り

専用線工事費見積り通知専用線工事費見積り受領

専用線工事費見積り確認

専用線工事見積り確認連絡 確認連絡受

専用線工事費見積依頼

および設備情報提供

「(様式9)情報提示依頼兼秘密保持

誓約書他」をＨＰに公表

「(様式9)情報提示依頼 兼

秘密保持誓約書他」作成

上記書類と関係書類提出

専用線工事申し込み

専用線工事費見積り集約

専用線工事費見積依頼

および設備情報提供

「(様式9)情報提示依頼 兼
秘密保持誓約書他」作成

上記書類と関係書類※1提出

No.4

※１ 関係書類につきましては、

申込する電源の契約状況に応じ

て、個別にご案内させていただき

ます。

※２ 市場参加者の見積り確認

の期間が長くなる場合、標準期

間はこの限りではございません。

また、託送供給に係わる受電側

接続検討等は本期間に含んでお

りません。

メール

郵送

問い合わせフォーム

電話、メール等
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 取引規程（本則）の修正
（日本産業規格（JIS）に関連する記載等について一部修正）

変更３による取引規程（本則）の改定内容
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変更３による取引規程の改定内容（本則）

新

（リソース等が満たすべき要件）
第13条 第12条（取引資格）に規定する取引資格のうち，リソース等が満たすべき要件・・・（中略）

(2)設備に関する要件

ハ 計量設備に関する要件

(ロ)計量器およびその他付属装置の設置

(ｲ)における設置位置に，「託送供給等約款」にもとづき属地エリアの一般送配電事業者により託送供
給の用に供する計量器（30分値の取得が可能なものに限る）が設置されている場合は，同計量器
を利用できるものとする。

上記以外の場合，市場運営者が指定する計量器または「計量法」にもとづく 特定計量器とする。

21



変更３による取引規程の改定内容（本則）

（リソース等が満たすべき要件）
第13条 第12条（取引資格）に規定する取引資格のうち，リソース等が満たすべき要件・・・（中略）

(2)設備に関する要件

ハ 計量設備に関する要件

(ロ)計量器およびその他付属装置の設置

(ｲ)における設置位置に，「託送供給等約款」にもとづき属地エリアの一般送配電事業者により託送供
給の用に供する計量器（30分値の取得が可能なものに限る）が設置されている場合は，同計量器
を利用できるものとする。

上記以外の場合，市場運営者が指定する計量器または「計量法」で定める特定計量器とする。

22
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変更３による取引規程の改定内容（本則）

新

（リソース等が満たすべき要件）
第13条 第12条（取引資格）に規定する取引資格のうち，リソース等が満たすべき要件・・・（中略）

(2)設備に関する要件

ハ 計量設備に関する要件

(ロ)計量器およびその他付属装置の設置
b 市場運営者が指定する計量器

(a)市場運営者が指定する計量器は，「日本産業規格ＪＩＳ・・・」・・・（中略）

（中略）
(c)取り付けるその他付属装置のうち，変成器は「日本産業規格ＪＩＳ Ｃ １７３１‐１およ

びＪＩＳ Ｃ １７３１‐２」・・・（中略）
(d)取り付けるその他付属装置のうち，・・・（中略）

ｃ 「計量法」にもとづく 特定計量器

発電機の定格出力または接続
供給契約における契約電力

階級指数

500キロワット未満 2.0級

試験内容 試験頻度

（略）

１回／21年以内
※２次回路構成を変更の都度測定
結果を記録することとし，変更後の
負担が誤差保証範囲を超えた場合

は試験を行うこと。
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旧

変更３による取引規程の改定内容（本則）

（リソース等が満たすべき要件）
第13条 第12条（取引資格）に規定する取引資格のうち，リソース等が満たすべき要件・・・（中略）

(2)設備に関する要件

ハ 計量設備に関する要件

(ロ)計量器およびその他付属装置の設置
b 市場運営者が指定する計量器
(a)市場運営者が指定する計量器は，「日本工業規格ＪＩＳ・・・」・・・（中略）

（中略）
(c)取り付けるその他付属装置のうち，変成器は「日本工業規格ＪＩＳ Ｃ １７３１」・・・（

中略）
(d)取り付けるその他付属装置のうち，・・・（中略）

ｃ 「計量法」で定める 特定計量器

発電機の定格出力または接続
供給契約における契約電力

階級指数

500キロワット未満 1.0級

試験内容 試験頻度

（略）
１回／21年以内

※２次回路構成を変更の都度測定
結果を記録すること。
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 取引ガイド（三次①）の修正
（日本産業規格（JIS）に関連する記載等について一部修正）

変更３による取引ガイド（三次①）の修正内容
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リソース等が満たすべき要件1-2. d.
アセスメントに必要な
計量設備(1/10)

 リソースが供出するΔkWの応動評価に必要な計量器、その他付属装置（計量器箱、変成器、変成器の2
次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等を言います。）を、以下に従い設置していただきま
す。

 施設に係る費用は、全て取引会員にてご負担いただきます。

 発電リソースの場合、原則として受電地点に計量器を設置していただきます。
なお、技術上、経済上やむを得ない場合で、受電電圧と異なる電圧で計量を行うときは、受電電圧と同位にするために、属地TSOが定める託送
供給等約款にもとづき計量値の補正方法を協議します。（37スライド参照）

 また、需要リソースの場合、リソースごとに、原則として供給地点に計量器を設置していただきます。

 なお、設置場所に託送供給等約款にもとづき属地TSOにより託送計量器（30分値の取得が可能なものに
限る）が設置されている場合は、同計量器を利用することができます。

G G２G１ G３

電力系統

【発電リソース】

Ｌ1 Ｌ2

応動評価用計量器

Ｌ3 Ｌ4

需要リソースＡ 需要リソースＢ

○ ΔkWの応動評価に必要な計量器の設置場所

応動評価用計量器

所内負荷

応動評価用計量器

電力系統

原則 ユニット単位入札(G1､G3市場参入)

応動評価用計量器応動評価用計量器

※応動評価用計量器は、電力(kW)を計測するために用いるものであり、電力量(kWh)
を計測・取引するためには計量法にもとづく特定計量器（電力量計）の設置が必要

【需要リソース】

取引規程 第2章 第13条

24新
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 リソースが供出するΔkWの応動評価に必要な計量器、その他付属装置（計量器箱、変成器、変成器の2
次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等を言います。）を、以下に従い設置していただきま
す。

 施設に係る費用は、全て取引会員にてご負担いただきます。

 発電リソースの場合、原則として受電地点に計量器を設置していただきます。
なお、技術上、経済上やむを得ない場合で、受電電圧と異なる電圧で計量を行うときは、受電電圧と同位にするために、属地TSOが定める託送
供給等約款にもとづき計量値の補正方法を協議します。（37スライド参照）

 また、需要リソースの場合、リソースごとに、原則として供給地点に計量器を設置していただきます。

 なお、設置場所に託送供給等約款にもとづき属地TSOにより託送計量器（30分値の取得が可能なものに
限る）が設置されている場合は、同計量器を利用することができます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

G G２G１ G３

電力系統

【発電リソース】

Ｌ1 Ｌ2

応動評価用計量器

Ｌ3 Ｌ4

需要リソースＡ 需要リソースＢ

アセスメントに必要な
計量設備(1/10)

○ ΔkWの応動評価に必要な計量器の設置場所

応動評価用計量器

所内負荷

応動評価用計量器

電力系統

原則 ユニット単位入札(G1､G3市場参入)

応動評価用計量器応動評価用計量器

※応動評価用計量器は、電力(kW)を計測するために用いるものであり、電力量
(kWh)を計測・取引するためには計量法で定める託送計量器の設置が必要

【需要リソース】

取引規程 第2章 第13条

24旧
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リソース等が満たすべき要件1-2. d.
アセスメントに必要な
計量設備(2/10)

 本スライド以降で計量設備に関する要件の該当部分は、設備形態により下図のとおりとなります。

取引規程 第2章 第13条

VT・CT
託送計量器

（スマメ以外）
パルス

受信装置
通信端末

VT・CT
託送計量器
（スマメ）

EMS等 通信端末

VT・CT
特定計量器

（スマメ以外）
パルス

受信装置
通信端末

VT・CT
特定計量器
（スマメ）

EMS等 通信端末

VT・CT
トランスデューサ

等
通信端末

リソース側設備 TSO側設備

受信設備
中給

システム

ACシステム
簡易指令
システム

アグリゲータ設備

35スライド
36スライド
37スライド

27スライド

28スライド

26スライド、30スライド

26スライド、30スライド

29スライド

32スライド

32スライド

31スライド

34スライド

34スライド

38スライド
40スライド

25新
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 本スライド以降で計量設備に関する要件の該当部分は、設備形態により下図のとおりとなります。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.
アセスメントに必要な
計量設備(2/10)

取引規程 第2章 第13条

VT・CT
託送計量器

（電力量計）
パルス

受信装置
通信端末

VT・CT
託送計量器
（スマメ）

EMS等 通信端末

VT・CT
特定計量器

（電力量計）
パルス

受信装置
通信端末

VT・CT
特定計量器
（スマメ）

EMS等 通信端末

VT・CT
トランスデューサ

等
通信端末

リソース側設備 TSO側設備

受信設備
中給

システム

ACシステム
簡易指令
システム

アグリゲータ設備

35スライド
36スライド
37スライド

27スライド

28スライド

26スライド、30スライド

26スライド、30スライド

29スライド

32スライド

32スライド

31スライド

34スライド

34スライド

38スライド
40スライド

25旧
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リソース等が満たすべき要件
アセスメントに必要な
計量設備(3/10)

1-2. d.

 託送計量器を利用しない場合の計量器については、計量法にもとづく特定計量器（電力量計）、または市
場運営者が指定する計量器（電力計）からご選択いただきます。

＜市場運営者が指定する計量器（電力計）を使用＞

電力(kW)

VT・CT
トランス

デューサ等
通信
端末 パケット

電力
(kW)

• トランスデューサ等により電力(kW)を取得する
方式

＜計量法にもとづく特定計量器（電力量計）を使用＞

パルス
(kWh)

VT・CT
特定計量器

（スマメ以外）
パルス
検出器

通信
端末パルス

(kWh)
パケット

• 特定計量器（スマメ以外）よりパルス(kWh)を
取得し、kWを算定する方式※1

• 特定計量器（スマメ）よりデジタル値(kWh)を
取得し、kWを算定する方式※2

VT・CT
特定計量器
（スマメ）

HEMS
EMS

通信
端末デジタル

(kWh)

通信端末

特定計量器

１００

VT,CT

取引規程 第2章 第13条

デジタル
(kWh)

or

kWへの具体的な算定方法は34スライド参照

※１ 本方式については、主にスマメ以外が想定されることから、特定計量器（スマメ以外）と記載
※２ 本方式については、主にスマメが想定されることから、特定計量器（スマメ）と記載

26新
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 託送計量器を利用しない場合の計量器については、計量法で定める特定計量器、または市場運営者が指
定する計量器からご選択いただきます。

リソース等が満たすべき要件
アセスメントに必要な
計量設備(3/10)

1-2. d.

＜市場運営者が指定する計量器を使用＞

電力(kW)

VT・CT
トランス

デューサ等
通信
端末 パケット

電力
(kW)

• トランスデューサ等により電力(kW)を抽出す
る方式

＜計量法で定める特定計量器を使用＞

パルス
(kWh)

VT・CT
特定計量器

（電力量計）
パルス
検出器

通信
端末パルス

(kWh)
パケット

• 特定計量器（電力量計）よりパルス(kWh)
を抽出し、kWを算定する方式

• 特定計量器（スマメ）よりデジタル値(kWh)
を抽出し、kWを算定する方式

VT・CT
特定計量器
（スマメ）

HEMS
EMS

通信
端末デジタル

(kWh)

通信端末

特定計量器

１００

VT,CT

取引規程 第2章 第13条

デジタル
(kWh)

or

kWへの具体的な算定方法は34スライド参照

26旧
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27リソース等が満たすべき要件1-2. d.
アセスメントに必要な
計量設備(4/10)

 「託送計量器（スマメ以外）」を利用して電力量(kWh)計測値（パルス）を取得する場合、属地TSOへ
当該リソースの対象となるサービス（パルス提供サービス）を申込みのうえ、計量値を取得できるようパルス受
信装置を設置していただきます。

東京電力PGホームページより

VT・CT
託送計量器

（スマメ以外）
パルス

受信装置
通信端末

通信端末

30分

・・・

25,000パルス

５分

Ex. 50,000パルス/kWhの場合
・kWh:25,000パルス×1kWh/50,000パルス

＝0.5kWh
・kW:0.5kWh÷(5/60)h=6.0kW

設定したパルス定数への変換も可能
（パルス変換機能も具備）

託送計量器
(スマメ以外)

取引規程 第2章 第13条

（例）5分間のパルスでの算定例

新
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 「託送計量器（電力量計）」を利用して電力(kWh)計測値を取得する（パルスを抽出）場合、属地
TSOへ当該リソースの対象となるサービス（パルス提供サービス）を申込みのうえ、計量値を取得できるよう
パルス受信装置を設置していただきます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

東京電力PGホームページより

VT・CT
託送計量器

（電力量計）
パルス

受信装置
通信端末

通信端末

30分

・・・

25,000パルス

５分

Ex. 50,000パルス/kWhの場合
・kWh:25,000パルス×1kWh/50,000パルス

＝0.5kWh
・kW:0.5kWh÷(5/60)h=6.0kW

設定したパルス定数への変換も可能
（パルス変換機能も具備）

託送計量器
（電力量計）

アセスメントに必要な
計量設備(4/10)

取引規程 第2章 第13条

（例）5分間のパルスでの算定例

27旧
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リソース等が満たすべき要件1-2. d.
アセスメントに必要な
計量設備(5/10)

東京電力PGホームページより

VT・CT
託送計量器
（スマメ）

EMS等 通信端末

 「託送計量器（スマメ）」を利用して電力量(kWh)計測値（デジタル値）を取得する場合、属地TSOへ
当該リソースの対象となるサービス（Bルートサービス）を申込みのうえ、計量値を取得できるようEMS等を設
置していただきます。（kWへの具体的な算定方法は34スライド参照）

取引規程 第2章 第13条

28新
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リソース等が満たすべき要件1-2. d.

東京電力PGホームページより

VT・CT
託送計量器
（スマメ）

EMS等 通信端末

 「託送計量器（スマメ）」を利用して電力(kWh)計測値を取得する（デジタル値を抽出）場合、属地
TSOへ当該リソースの対象となるサービス（Bルートサービス）を申込みのうえ、計量値を取得できるようEMS
等を設置していただきます。（kWへの具体的な算定方法は34スライド参照）

アセスメントに必要な
計量設備(5/10)

取引規程 第2章 第13条

28旧
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リソース等が満たすべき要件1-2. d.
アセスメントに必要な
計量設備(6/10)

 市場運営者が指定する計量器を取り付ける場合は、日本産業規格JIS C 1111（交流入力トランス
デューサ）に準ずるものとし、リソースの定格（発電リソースの場合は発電機定格出力、需要リソースの場合
は契約電力）に応じた階級指数を適用していただきます。

 なお、指定の階級指数よりも指数の低い（高精度な）計量器を適用することもできます。

 取り付ける計量器（トランスデューサ等）の性能・精度の確認は、定期的な試験（1回/7年以内 ）を取
引会員（委託可）が実施し、階級指数に従った器差であることを確認下さい。

 試験結果については、属地TSOの求めに応じて提出していただきます。

試験内容 器差試験

試験頻度 1回/7年以内

VT・CT
トランス

デューサー等
通信端末

リソースの定格 階級

500kW未満 2.0級

500kW以上 1.0級

10,000kW以上 0.5級

取引規程 第2章 第13条

29新
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 市場運営者が指定する計量器を取り付ける場合は、日本工業規格JIS C 1111（交流入力トランス
デューサ）に準ずるものとし、リソースの定格（発電リソースの場合は発電機定格出力、需要リソースの場合
は契約電力）に応じた階級指数を適用していただきます。

 なお、指定の階級指数よりも指数の低い（高精度な）計量器を適用することもできます。

 取り付ける計量器（トランスデューサ等）の性能・精度の確認は、定期的な試験（1回/7年以内 ）を取
引会員（委託可）が実施し、階級指数に従った器差であることを確認下さい。

 試験結果については、属地TSOの求めに応じて提出していただきます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

試験内容 器差試験

試験頻度 1回/7年以内

VT・CT
トランス

デューサー等
通信端末

リソースの定格 階級

500kW未満 1.0級

500kW以上 1.0級

10,000kW以上 0.5級

アセスメントに必要な
計量設備(6/10)

取引規程 第2章 第13条

29旧
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リソース等が満たすべき要件1-2. d.
アセスメントに必要な
計量設備(7/10)

 「計量法にもとづく特定計量器（電力量計）」を別途取り付ける場合は、計量法にもとづく検定等に合格し、計
量する最大電力に応じた階級の計量器を選定していただきます。

 また、検定証印等の有効期限以内に検定を受けていただきます。

VT・CT
特定計量器
(スマメ以外）

パルス
検出器

通信端末

VT・CT
特定計量器
（スマメ）

HEMS or 
EMS

通信端末

計器の種類
検定証印等の有効期限

計器名称
最大計量電力
による区分

単独/組合せ 機械式/電子式

普通電力量計 500kW未満
単独計器

機械式
(定格電流20A,60A)

7年

電子式 10年

変成器付計器
機械式 5年
電子式 7年

精密電力量計 500kW以上 変成器付計器
機械式 5年
電子式 7年

特別精密電力量計 10,000kW以上 変成器付計器
機械式 5年

電子式 7年

取引規程 第2章 第13条

【計器の種類と有効期限】

30新
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 「計量法で定める特定計量器」を別途取り付ける場合は、日本工業規格JIS C 1216-2に適合し、計量する
最大電力に応じた階級の計量器を選定していただきます。

 また、検定証印の有効期限以内に検定を受けていただきます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

VT・CT 電力量計
パルス
検出器

通信端末

VT・CT スマメ
HEMS or 

EMS
通信端末

計器の種類
検定証印の有効期限

計器名称
最大計量電力
による区分

単独/組合せ 機械式/電子式

普通電力量計 500kW未満
単独計器

機械式
(定格電流20A,60A)

7年

電子式 10年

変成器付計器
機械式 5年
電子式 7年

精密電力量計 500kW以上 変成器付計器
機械式 5年
電子式 7年

特別精密電力量計 10,000kW以上 変成器付計器
機械式 5年

電子式 7年
製造事業者

②工場試験

③検定

特定計量器

型式承認機器(①)の製造

出荷

取引規程 第2章 第13条

試験項目 等 ①特定計量器(型式試験) ②メーカー工場試験 ③検定(簡易試験)

器差、電気的性能
(項目、誤差率)

JIS C 1216-2
に準じる

JIS C 1216-2
一部の試験

同左

構造基準
(表記、耐久性等）

JIS C 1216-2
に準じる

JIS C 1216-2
一部の試験

同左

試験基準器
基準器検査規則
第9,15条に準じる

ー
基準器検査規則
第9,15条に準じる

試験者 計量士 ー 計量士

【試験の種類】

【計器の種類と有効期限】

アセスメントに必要な
計量設備(7/10)

30旧
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リソース等が満たすべき要件1-2. d.
アセスメントに必要な
計量設備(8/10)

 市場運営者が指定する計量器（電力計：トランスデューサ等）に取り付けるその他付属装置のうち、変成
器は、日本産業規格JIS C 1731-1およびJIS C 1731-2または電気学会電気規格調査会標準規格
JEC1201に準ずるものとし、確度階級は、リソースの定格に依らず1.0級、あるいは、より高精度なものを適
用していただきます。

 取り付けるその他付属装置のうち、変成器および変成器の2次配線の健全性を確認するため、定期的な試
験（1回/21年以内 ）を取引会員（委託可）に実施していただきます。

 なお、試験結果については、属地TSOの求めに応じて提出していただきます。

試験内容 負担測定・外観点検等

試験頻度

1回/21年以内
（２次側を変更した場合は都度、負担
測定の実施と記録を行うこととし、変更
後の負担が誤差保証範囲を超えた場

合は試験を行うこと）

VT・CT
トランス

デューサー等
通信端末

リソースの定格 確度階級

依存しない
1.0級、あるいは
より高精度なもの

取引規程 第2章 第13条

31新
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 市場運営者が指定する計量器（電力計：トランスデューサ等）に取り付けるその他付属装置のうち、変成
器は、日本工業規格JIS C 1731または電気学会電気規格調査会標準規格JEC1201に準ずるものとし、
確度階級は、リソースの定格に依らず1.0級、あるいは、より指数の低い（高精度な）もの変成器を適用し
ていただきます。

 取り付けるその他付属装置のうち、変成器および変成器の2次配線の健全性を確認するため、定期的な試
験（1回/21年以内 ）を取引会員（委託可）に実施していただきます。

 なお、試験結果については、属地TSOの求めに応じて提出していただきます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

試験内容 負担測定・外観点検等

試験頻度
1回/21年以内

（２次側を変更した場合は都度、負担
測定の実施と記録を行うこと）

VT・CT
トランス

デューサー等
通信端末

リソースの定格 確度階級

依存しない 1.0級

アセスメントに必要な
計量設備(8/10)

取引規程 第2章 第13条

31旧

41



リソース等が満たすべき要件1-2. d.
アセスメントに必要な
計量設備(9/10)

 「計量法にもとづく特定計量器（電力量計）」を別途取り付ける場合、その他付属装置のうち、変成器は、日
本産業規格JIS C 1736-2に準ずるものを適用し、階級も特定計量器の種類に応じたもの、あるいは、より高
精度なものを適用していただきます。

 変成器の検査の有効期間については、法令上明記されていませんが、計器の特別検定を受けられる期間から
実質的に決定されます。

VT・CT
特定計量器

（スマメ以外）
パルス

受信装置
通信端末

VT・CT
特定計量器
（スマメ）

EMS等 通信端末

取引規程 第2章 第13条

計器と変成器の組み合わせ 計量範囲

1.0W級（普通電力量計) 500kW未満

0.5W級（精密電力量計) 500kW以上

0.3W級（特別精密電力量計) 10,000kW以上

計器

変成器

計器に変成器を
添える

計器に変成器を
添える

計器に変成器を
添えなくてよい

計器に変成器を
添えなくてよい

検定証印の
有効期間以内

検定証印の
有効期間以内

検定証印の
有効期間以内

最長21年

【特定計量器の検定期間】

特検 特検同検 同検

同検 同検

凡例
：特別検定。

計器単独の検定。

：同時検定。
計器と変成器の
組み合わせ検定

特検

同検

32新
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 「計量法で定める特定計量器」を別途取り付ける場合、その他付属装置のうち、変成器は、日本工業規格
JIS C 1736-2に準ずるものを適用し、階級も特定計量器の種類に応じたもの、あるいは、より階級の低い
（高精度な）ものを適用していただきます。

 変成器の検査の有効期間については、法令上明記されていませんが、計器の特別検定を受けられる期間から
実質的に決定されます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

VT・CT 電力量計
パルス

受信装置
通信端末

VT・CT スマメ EMS等 通信端末

取引規程 第2章 第13条

計器と変成器の組み合わせ 計量範囲
試験項目 等

試験内容 試験基準器 試験者

普通電力量計(1.0W級) 500kW未満 JIS C 1736-2 に準じる
基準器検査規則
第9,15条に準じる

計量士

精密電力量計(0.5W級) 500kW以上 同上 同上 同上
特別精密電力量計(0.3W級) 10,000kW以上 同上 同上 同上

計器

変成器

計器に変成器を
添える

計器に変成器を
添える

計器に変成器を
添えなくてよい

計器に変成器を
添えなくてよい

検定証印の
有効期間以内

検定証印の
有効期間以内

検定証印の
有効期間以内

最長21年

【試験の種類と試験項目】

【特定計量器の検定期間】

特検 特検同検 同検

同検 同検

凡例
：特別検定。

計器単独の検定。

：同時検定。
計器と変成器の
組み合わせ検定

特検

同検

アセスメントに必要な
計量設備(9/10)

32旧
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リソース等が満たすべき要件1-2. d.
アセスメントに必要な
計量設備(10/10)

 トランスデューサの場合、アナログ出力により瞬時電力(kW)を取得する方式やトランスデューサからパルス出
力により電力量を取得する方式があります。（パルス出力による電力量を活用する場合はスマメによる補正
計測電力の算出と同様となります）

 アナログ出力により瞬時電力(kW)を取得する場合、サンプリング周期を長く設定すると平均電力(kW)の誤
差が大きくなるため、サンプリング周期を1秒以下とさせていただきます。

取引規程 第2章 第13条

VT・CT
トランスデューサ

等
通信端末

瞬時電力
(kW)

〇アナログ出力により瞬時電力(kW)を取得する例

1,000

トランスデューサ 受信端末

Ａ／Ｄ変換

平均電力
(kW)

あらかじめ指定した周期のデータ数
平均電力(kW)＝

サンプリングされた瞬時電力(kW)の合計値
算定式

サンプリング周期

1秒ごと 5秒ごと 10秒ごと

１ 1,000 1,000 1,000

２ 1,100

３ 1,200

４ 1,300

５ 1,400

６ 1,500 1,500

７ 1,600

８ 1,700

９ 1,800

１０ 1,900

平均 1,450 1,250 1,000

33新
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 トランスデューサの場合、アナログ出力により瞬時電力(キロワット)を抽出する方式やトランスデューサからパル
ス出力により電力量を取得する方式があります。（パルス出力による電力量を活用する場合はスマメによる
補正計測電力の算出と同様となります。）

 アナログ出力により瞬時電力(キロワット)を抽出する場合、サンプリング周期を長く設定すると平均電力(キロ
ワット)の誤差が大きくなるため、サンプリング周期を1秒以下とさせていただきます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.
アセスメントに必要な
計量設備(10/10)

取引規程 第2章 第13条

VT・CT
トランスデューサ

等
通信端末

瞬時電力
(キロワット)

〇アナログ出力により瞬時電力(キロワット)を抽出する例

1,000

トランスデューサ 受信端末

Ａ／Ｄ変換

平均電力
(キロワット)

あらかじめ指定した周期のデータ数
平均電力(キロワット)＝

サンプリングされた瞬時電力(キロワット)の合計値
算定式

サンプリング周期

1秒ごと 5秒ごと 10秒ごと

１ 1,000 1,000 1,000

２ 1,100

３ 1,200

４ 1,300

５ 1,400

６ 1,500 1,500

７ 1,600

８ 1,700

９ 1,800

１０ 1,900

平均 1,450 1,250 1,000

33旧
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 パルスやデジタル値により電力量を取得できる計量器の場合、送信周期に合わせ計量値を取得し、その周
期における平均電力（kW）を算出します。この値が補正計測電力となります。

リソース等が満たすべき要件1-2.

スマメ
EMS
等

①9時00分に”電力量
計測値”を要求

②９時00分の”電力量
計測値180kWh”を送
信

〇1分平均電力(補正計測電力)を算出する例

スマメ
EMS
等

①9時01分に”電力量
計測値”を要求

②９時01分の”電力量
計測値186kWh”を送
信

9時00分から9時01分の1分kWhは、186kWh－180kWh=6kWh
9時00分から9時01分の1分平均電力kWは、6kWh÷1×60＝360kW

e.
アセスメントを行うために必要な
データを送信する設備(1/4)

取引規程 第2章 第13条

34新
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 パルスやデジタル値により電力量を取得できる計量器の場合、送信周期に合わせ計量値を取得し、その周
期における平均電力（キロワット）を算出します。この値が補正計測電力となります。

リソース等が満たすべき要件1-2.

スマメ
EMS
等

①9時00分に”積算電
力量計測値”を要求

②９時00分の”積算電
力量計測値180kWh”
を送信

〇1分平均電力(補正計測電力)を算出する例

スマメ
EMS
等

①9時01分に”積算電
力量計測値”を要求

②９時01分の”積算電
力量計測値186kWh”
を送信

9時00分から9時01分の1分kWhは、186kWh－180kWh=6kWh
9時00分から9時01分の1分平均電力kWは、6kWh÷1×60＝360kW

e.
アセスメントを行うために必要な
データを送信する設備(1/4)

取引規程 第2章 第13条

34旧
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 変成器を介して計量している電力量計においては、計量された電力量に合成変成比（合成変成比＝変圧
比×変流比）を乗じた値が、34スライドの電力量計測値となります。

合成変成比の乗算処理(参考)

例2：低圧CT(電流のみ変流)300Aの場合
変流比：300A/5A=60 よって合成変成比60＝60倍
電力量計の計量値を60倍した数字が負荷で消費される
電力量計測値となる。

例１：6.6kV, 20AのVCTの場合
変圧比：6600V/110V=60
変流比：20A/5A=4 よって合成変成比60×4＝240倍
電力量計の計量値を240倍した数字が負荷で消費される
電力量計測値となる。

負荷

300A 5A
スマメ

CT

負荷

20A 5A

電力
量計

CT

VT

6600V 110V

〇合成変成比倍の適用例

取引規程 第2章 第13条

35新
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 変成器を介して計量している電力量計においては、計量された電力量に合成変成比（合成変成比＝変圧
比×変流比）を乗じた値が、34スライドの積算電力量計測値となります。

合成変成比の乗算処理(参考)

例2：低圧CT(電流のみ変流)300Aの場合
変流比：300A/5A=60 よって合成変成比60＝60倍
電力量計の計量値を60倍した数字が積算電力量計測値となる。

例１：6.6kV, 20AのVCTの場合
変圧比：6600V/110V=60
変流比：20A/5A=4 よって合成変成比60×4＝240倍
電力量計の計量値を240倍した数字が積算電力量計測値となる。

負荷

300A 5A
スマメ

CT

負荷

20A 5A

電力
量計

CT

VT

6600V 110V

〇合成変成比倍の適用例

取引規程 第2章 第13条

35旧
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36約款損失率で修正した補正計測電力の算出(参考)

 需要リソースの場合、35スライドの合成変成比の乗算処理に加え、属地エリアの託送供給等約款で定める
損失率で、電力量計測値を修正します。

 また、約定希望ΔkW、約定可能な最低ΔkW（以下、「最小約定希望量」と言います。）に対しても、属
地エリアの託送供給等約款で定める損失率※1で修正した値で入札していただきます。

修正後電力量計測値＝

※2 例：特別高圧損失率:2.9%
高圧損失率:4.2%

1-損失率※2

電力量計測値

計量器

Ｇ

1,000kWh 計量器

L

958kWh

1,000kWh

電力量損失42kWh

〇実績電力量と電力量損失について

〇需要リソースを用いる場合の実績
電力量算出方法について

計量器

L1

特別高圧

計量器

L2

高圧

958kWh

損失率で修正
1,000kWh

2,913kWh

損失率で修正
3,000kWh

複数の需要リソースを用いる取引会員が算出する修正後電力
量計測値は、電力量計測値に対して、電圧別の損失率で修正
した後、対象地点の電力量を合算する。
（例）
L1修正後電力量計測値＝ =3,000kWh

L2修正後電力量計測値＝ =1,000kWh

合計値
=3,000+1,000=4,000kWh

1-0.029

2,913 

1-0.042

958

電力量計測値

損失率で修正

電力量計測値電力量計測値

電力系統

取引規程 第2章 第13条
※1 損失率については、属地エリアの託送供給等約款

で定める最新の値を適用いただきます。

新
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 需要リソースの場合、35スライドの合成変成比の乗算処理に加え、属地エリアの託送供給等約款で定める
損失率で、積算電力量計測値を修正します。

 また、約定希望ΔkW、約定可能な最低ΔkW（以下、「最小約定希望量」と言います。）に対しても、属
地エリアの託送供給等約款で定める損失率※1で修正した値で入札していただきます。

約款損失率で修正した補正計測電力の算出(参考)

修正後積算電力量計測値＝

※2 例：特別高圧損失率:2.9%
高圧損失率:4.2%

1-損失率※2

計測値

計量器

Ｇ

1,000kWh 計量器

L

958kWh

1,000kWh

電力量損失42kWh

〇実績電力量と電力量損失について

〇需要リソースを用いる場合の実績
電力量算出方法について

計量器

L1

特別高圧

計量器

L2

高圧

958kWh

損失率で修正
1,000kWh

2,913kWh

損失率で修正
3,000kWh

複数の需要リソースを用いる取引会員が算出する修正後の積
算電力量計測値は、計測値に対して、電圧別の損失率で修正
した後、対象地点の電力量を合算する。
（例）
L1修正後積算電力量計測値＝ =3,000kWh

L2修正後積算電力量計測値＝ =1,000kWh

合計値
=3,000+1,000=4,000kWh

1-0.029

2,913 

1-0.042

958

積算電力量計測値

損失率で修正

計測値計測値

電力系統

取引規程 第2章 第13条
※1 損失率については、属地エリアの託送供給等約款

で定める最新の値を適用いただきます。

36旧

51



リソース等が満たすべき要件(参考)

 技術上、経済上やむを得ない場合で、受電電圧と異なる電圧で計量を行うときは、属地TSOとの協議によ
り定めた算出式により、電力量計測値や、補正計測電力を修正します。

3,000kW

昇圧Tr

電力系統

計量器

発電端から送電端に換算

G３

【発電端から送電端への換算例】
送電端計測値＝(発電端計測値3,000kW-所内負荷100kW)

×(1-トランスロス0.02)
＝2,842kW

3,000kW

3,000kW

2,842kW

Ｇ３発電機の場合発電リソース(G1,G3市場参入する場合)

所内負荷

G２G１ G３

電力系統

応動評価用計量器応動評価用計量器

応動評価用計量器

100kW

Trロス2%

取引規程 第2章 第13条

〇トランスデューサ等で計量する場合

37新
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 技術上、経済上やむを得ない場合で、受電電圧と異なる電圧で計量を行うときは、属地TSOとの協議によ
り定めた算出式により、積算電力量計測値や、補正計測電力を修正します。

リソース等が満たすべき要件(参考)

3,000kW

昇圧Tr

電力系統

計量器

発電端から送電端に換算

G３

【発電端から送電端への換算例】
送電端計測値＝(発電端計測値3,000kW-所内負荷100kW)

×(1-トランスロス0.02)
＝2,842kW

3,000kW

3,000kW

2,842kW

Ｇ３発電機の場合発電リソース(G1,G3市場参入する場合)

所内負荷

G２G１ G３

電力系統

応動評価用計量器応動評価用計量器

応動評価用計量器

100kW

Trロス2%

取引規程 第2章 第13条

〇トランスデューサ等で計量する場合

37旧
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 実働試験の評価に用いる「1分kW値」について、電力量計の計測値を用いる場合は、下記の要領で「1分
平均電力」を算定します。

○事前審査の評価は1分平均電力（補正計測電力）
の単位であるkWに統一して行います。
○なお、35～37スライドに準じて、合成変成比や損失
率等を用いた修正を行っていただきます。

１分kW値の作成例(参考)

取引規程 第3章 第24条

スマメ HEMS
または
EMS

①9時00分に”電力量
計測値”を要求

②９時00分の”電力量
計測値180kWh”を送
信

〇1分平均電力(補正計測電力)を算出する例

スマメ HEMS
または
EMS

①9時01分に”電力量
計測値”を要求

②９時01分の”電力量
計測値186kWh”を送
信

9時00分から9時01分の1分kWhは、186kWh－180kWh=6kWh
9時00分から9時01分の1分平均電力kWは、6kWh×60＝360kW

周期 分類 9:00 9:01 9:02 9:03 9:04 9:05

1分
kW - 3000kW 3000kW 3000kW 3000kW 3000kW

kWh - 50kWh 50kWh 50kWh 50kWh 50kWh

【出力3000kWで9:00～9:05まで運転した場合の計量周期と計算値の例】

92新
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 実働試験の評価に用いる「1分kW値」について、積算電力量計の計測値を用いる場合は、下記の要領で
「1分平均電力」を算定します。

○事前審査の評価は1分平均電力（補正計測電力）
の単位であるkWに統一して行います。
○なお、35～37スライドに準じて、合成変成比や損失
率等を用いた修正を行っていただきます。

１分kW値の作成例(参考)

取引規程 第3章 第24条

スマメ HEMS
または
EMS

①9時00分に”積算電
力量計測値”を要求

②９時00分の”積算電
力量計測値180kWh”
を送信

〇1分平均電力(補正計測電力)を算出する例

スマメ HEMS
または
EMS

①9時01分に”積算電
力量計測値”を要求

②９時01分の”積算電
力量計測値186kWh”
を送信

9時00分から9時01分の1分kWhは、186kWh－180kWh=6kWh
9時00分から9時01分の1分平均電力kWは、6kWh×60＝360kW

周期 分類 9:00 9:01 9:02 9:03 9:04 9:05

1分
kW - 3000kW 3000kW 3000kW 3000kW 3000kW

kWh - 50kWh 50kWh 50kWh 50kWh 50kWh

【出力3000kWで9:00～9:05まで運転した場合の計量周期と計算値の例】

92旧
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 取引ガイド（三次②）の修正
（日本産業規格（JIS）に関連する記載等について一部修正）

変更３による取引ガイド（三次②）の修正内容

56



 リソースが供出するΔkWの応動評価に必要な計量器、その他付属装置（計量器箱、変成器、変成器の2
次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等を言います。）を、以下に従い設置していただきま
す。

 施設に係る費用は、全て取引会員にてご負担いただきます。

 発電リソースの場合、原則として受電地点に計量器を設置していただきます。
なお、技術上、経済上やむを得ない場合で、受電電圧と異なる電圧で計量を行うときは、受電電圧と同位にするために、属地TSOが定める託送
供給等約款にもとづき計量値の補正方法を協議します。（37スライド参照）

 また、需要リソースの場合、リソースごとに、原則として供給地点に計量器を設置していただきます。

 なお、設置場所に託送供給等約款にもとづき属地TSOにより託送計量器（30分値の取得が可能なものに
限る）が設置されている場合は、同計量器を利用することができます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

G G２G１ G３

電力系統

【発電リソース】

Ｌ1 Ｌ2

応動評価用計量器

Ｌ3 Ｌ4

需要リソースＡ 需要リソースＢ

アセスメントに必要な
計量設備(1/10)

○ ΔkWの応動評価に必要な計量器の設置場所

応動評価用計量器

所内負荷

応動評価用計量器

電力系統

原則 ユニット単位入札(G1､G3市場参入)

応動評価用計量器応動評価用計量器

※応動評価用計量器は、電力(kW)を計測するために用いるものであり、電力量(kWh)
を計測・取引するためには計量法にもとづく特定計量器（電力量計）の設置が必要

【需要リソース】

取引規程 第2章 第13条

24新
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 リソースが供出するΔkWの応動評価に必要な計量器、その他付属装置（計量器箱、変成器、変成器の2
次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等を言います。）を、以下に従い設置していただきま
す。

 施設に係る費用は、全て取引会員にてご負担いただきます。

 発電リソースの場合、原則として受電地点に計量器を設置していただきます。
なお、技術上、経済上やむを得ない場合で、受電電圧と異なる電圧で計量を行うときは、受電電圧と同位にするために、属地TSOが定める託送
供給等約款にもとづき計量値の補正方法を協議します。（37スライド参照）

 また、需要リソースの場合、リソースごとに、原則として供給地点に計量器を設置していただきます。

 なお、設置場所に託送供給等約款にもとづき属地TSOにより託送計量器（30分値の取得が可能なものに
限る）が設置されている場合は、同計量器を利用することができます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

G G２G１ G３

電力系統

【発電リソース】

Ｌ1 Ｌ2

応動評価用計量器

Ｌ3 Ｌ4

需要リソースＡ 需要リソースＢ

アセスメントに必要な
計量設備(1/10)

○ ΔkWの応動評価に必要な計量器の設置場所

応動評価用計量器

所内負荷

応動評価用計量器

電力系統

原則 ユニット単位入札(G1､G3市場参入)

応動評価用計量器応動評価用計量器

※応動評価用計量器は、電力(kW)を計測するために用いるものであり、電力量
(kWh)を計測・取引するためには計量法で定める託送計量器の設置が必要

【需要リソース】

取引規程 第2章 第13条

24旧
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 本スライド以降で計量設備に関する要件の該当部分は、設備形態により下図のとおりとなります。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.
アセスメントに必要な
計量設備(2/10)

取引規程 第2章 第13条

VT・CT
託送計量器

（スマメ以外）
パルス

受信装置
通信端末

VT・CT
託送計量器
（スマメ）

EMS等 通信端末

VT・CT
特定計量器

（スマメ以外）
パルス

受信装置
通信端末

VT・CT
特定計量器
（スマメ）

EMS等 通信端末

VT・CT
トランスデューサ

等
通信端末

リソース側設備 TSO側設備

受信設備
中給

システム

ACシステム
簡易指令
システム

アグリゲータ設備

35スライド
36スライド
37スライド

27スライド

28スライド

26スライド、30スライド

26スライド、30スライド

29スライド

32スライド

32スライド

31スライド

34スライド

34スライド

38スライド
40スライド

25新
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 本スライド以降で計量設備に関する要件の該当部分は、設備形態により下図のとおりとなります。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.
アセスメントに必要な
計量設備(2/10)

取引規程 第2章 第13条

VT・CT
託送計量器

（電力量計）
パルス

受信装置
通信端末

VT・CT
託送計量器
（スマメ）

EMS等 通信端末

VT・CT
特定計量器

（電力量計）
パルス

受信装置
通信端末

VT・CT
特定計量器
（スマメ）

EMS等 通信端末

VT・CT
トランスデューサ

等
通信端末

リソース側設備 TSO側設備

受信設備
中給

システム

ACシステム
簡易指令
システム

アグリゲータ設備

35スライド
36スライド
37スライド

27スライド

28スライド

26スライド、30スライド

26スライド、30スライド

29スライド

32スライド

32スライド

31スライド

34スライド

34スライド

38スライド
40スライド

25旧
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リソース等が満たすべき要件
アセスメントに必要な
計量設備(3/10)

1-2. d.

 託送計量器を利用しない場合の計量器については、計量法にもとづく特定計量器（電力量計）、または市
場運営者が指定する計量器（電力計）からご選択いただきます。

＜市場運営者が指定する計量器（電力計）を使用＞

電力(kW)

VT・CT
トランス

デューサ等
通信
端末 パケット

電力
(kW)

• トランスデューサ等により電力(kW)を取得する
方式

＜計量法にもとづく特定計量器（電力量計）を使用＞

パルス
(kWh)

VT・CT
特定計量器

（スマメ以外）
パルス
検出器

通信
端末パルス

(kWh)
パケット

• 特定計量器（スマメ以外）よりパルス(kWh)を
取得し、kWを算定する方式※1

• 特定計量器（スマメ）よりデジタル値(kWh)を
取得し、kWを算定する方式※2

VT・CT
特定計量器
（スマメ）

HEMS
EMS

通信
端末デジタル

(kWh)

通信端末

特定計量器

１００

VT,CT

取引規程 第2章 第13条

デジタル
(kWh)

or

kWへの具体的な算定方法は34スライド参照

※１ 本方式については、主にスマメ以外が想定されることから、特定計量器（スマメ以外）と記載
※２ 本方式については、主にスマメが想定されることから、特定計量器（スマメ）と記載

26新
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 託送計量器を利用しない場合の計量器については、計量法で定める特定計量器、または市場運営者が指
定する計量器からご選択いただきます。

リソース等が満たすべき要件
アセスメントに必要な
計量設備(3/10)

1-2. d.

＜市場運営者が指定する計量器を使用＞

電力(kW)

VT・CT
トランス

デューサ等
通信
端末 パケット

電力
(kW)

• トランスデューサ等により電力(kW)を抽出す
る方式

＜計量法で定める特定計量器を使用＞

パルス
(kWh)

VT・CT
特定計量器

（電力量計）
パルス
検出器

通信
端末パルス

(kWh)
パケット

• 特定計量器（電力量計）よりパルス(kWh)
を抽出し、kWを算定する方式

• 特定計量器（スマメ）よりデジタル値(kWh)
を抽出し、kWを算定する方式

VT・CT
特定計量器
（スマメ）

HEMS
EMS

通信
端末デジタル

(kWh)

通信端末

特定計量器

１００

VT,CT

取引規程 第2章 第13条

デジタル
(kWh)

or

kWへの具体的な算定方法は34スライド参照

26旧
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 「託送計量器（スマメ以外）」を利用して電力量(kWh)計測値（パルス）を取得する場合、属地TSOへ
当該リソースの対象となるサービス（パルス提供サービス）を申込みのうえ、計量値を取得できるようパルス受
信装置を設置していただきます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

東京電力PGホームページより

VT・CT
託送計量器

（スマメ以外）
パルス

受信装置
通信端末

通信端末

30分

・・・

25,000パルス

５分

Ex. 50,000パルス/kWhの場合
・kWh:25,000パルス×1kWh/50,000パルス

＝0.5kWh
・kW:0.5kWh÷(5/60)h=6.0kW

設定したパルス定数への変換も可能
（パルス変換機能も具備）

託送計量器
（電力量計）

アセスメントに必要な
計量設備(4/10)

取引規程 第2章 第13条

（例）5分間のパルスでの算定例

27新
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 「託送計量器（電力量計）」を利用して電力(kWh)計測値を取得する（パルスを抽出）場合、属地
TSOへ当該リソースの対象となるサービス（パルス提供サービス）を申込みのうえ、計量値を取得できるよう
パルス受信装置を設置していただきます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

東京電力PGホームページより

VT・CT
託送計量器

（電力量計）
パルス

受信装置
通信端末

通信端末

30分

・・・

25,000パルス

５分

Ex. 50,000パルス/kWhの場合
・kWh:25,000パルス×1kWh/50,000パルス

＝0.5kWh
・kW:0.5kWh÷(5/60)h=6.0kW

設定したパルス定数への変換も可能
（パルス変換機能も具備）

託送計量器
（電力量計）

アセスメントに必要な
計量設備(4/10)

取引規程 第2章 第13条

（例）5分間のパルスでの算定例

27旧
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リソース等が満たすべき要件1-2. d.

東京電力PGホームページより

VT・CT
託送計量器
（スマメ）

EMS等 通信端末

 「託送計量器（スマメ）」を利用して電力量(kWh)計測値（デジタル値）を取得する場合、属地TSOへ
当該リソースの対象となるサービス（Bルートサービス）を申込みのうえ、計量値を取得できるようEMS等を設
置していただきます。（kWへの具体的な算定方法は34スライド参照）

アセスメントに必要な
計量設備(5/10)

取引規程 第2章 第13条

28新
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リソース等が満たすべき要件1-2. d.

東京電力PGホームページより

VT・CT
託送計量器
（スマメ）

EMS等 通信端末

 「託送計量器（スマメ）」を利用して電力(kWh)計測値を取得する（デジタル値を抽出）場合、属地
TSOへ当該リソースの対象となるサービス（Bルートサービス）を申込みのうえ、計量値を取得できるようEMS
等を設置していただきます。（kWへの具体的な算定方法は34スライド参照）

アセスメントに必要な
計量設備(5/10)

取引規程 第2章 第13条

28旧
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 市場運営者が指定する計量器を取り付ける場合は、日本産業規格JIS C 1111（交流入力トランス
デューサ）に準ずるものとし、リソースの定格（発電リソースの場合は発電機定格出力、需要リソースの場合
は契約電力）に応じた階級指数を適用していただきます。

 なお、指定の階級指数よりも指数の低い（高精度な）計量器を適用することもできます。

 取り付ける計量器（トランスデューサ等）の性能・精度の確認は、定期的な試験（1回/7年以内 ）を取
引会員（委託可）が実施し、階級指数に従った器差であることを確認下さい。

 試験結果については、属地TSOの求めに応じて提出していただきます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

試験内容 器差試験

試験頻度 1回/7年以内

VT・CT
トランス

デューサー等
通信端末

リソースの定格 階級

500kW未満 2.0級

500kW以上 1.0級

10,000kW以上 0.5級

アセスメントに必要な
計量設備(6/10)

取引規程 第2章 第13条

29新
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 市場運営者が指定する計量器を取り付ける場合は、日本工業規格JIS C 1111（交流入力トランス
デューサ）に準ずるものとし、リソースの定格（発電リソースの場合は発電機定格出力、需要リソースの場合
は契約電力）に応じた階級指数を適用していただきます。

 なお、指定の階級指数よりも指数の低い（高精度な）計量器を適用することもできます。

 取り付ける計量器（トランスデューサ等）の性能・精度の確認は、定期的な試験（1回/7年以内 ）を取
引会員（委託可）が実施し、階級指数に従った器差であることを確認下さい。

 試験結果については、属地TSOの求めに応じて提出していただきます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

試験内容 器差試験

試験頻度 1回/7年以内

VT・CT
トランス

デューサー等
通信端末

リソースの定格 階級

500kW未満 1.0級

500kW以上 1.0級

10,000kW以上 0.5級

アセスメントに必要な
計量設備(6/10)

取引規程 第2章 第13条

29旧
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 「計量法にもとづく特定計量器（電力量計）」を別途取り付ける場合は、計量法にもとづく検定等に合格し、計
量する最大電力に応じた階級の計量器を選定していただきます。

 また、検定証印等の有効期限以内に検定を受けていただきます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

VT・CT
特定計量器
(スマメ以外）

パルス
検出器

通信端末

VT・CT
特定計量器
（スマメ）

HEMS or 
EMS

通信端末

計器の種類
検定証印等の有効期限

計器名称
最大計量電力
による区分

単独/組合せ 機械式/電子式

普通電力量計 500kW未満
単独計器

機械式
(定格電流20A,60A)

7年

電子式 10年

変成器付計器
機械式 5年
電子式 7年

精密電力量計 500kW以上 変成器付計器
機械式 5年
電子式 7年

特別精密電力量計 10,000kW以上 変成器付計器
機械式 5年

電子式 7年

取引規程 第2章 第13条

【計器の種類と有効期限】

アセスメントに必要な
計量設備(7/10)

30新
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 「計量法で定める特定計量器」を別途取り付ける場合は、日本工業規格JIS C 1216-2に適合し、計量する
最大電力に応じた階級の計量器を選定していただきます。

 また、検定証印の有効期限以内に検定を受けていただきます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

VT・CT 電力量計
パルス
検出器

通信端末

VT・CT スマメ
HEMS or 

EMS
通信端末

計器の種類
検定証印の有効期限

計器名称
最大計量電力
による区分

単独/組合せ 機械式/電子式

普通電力量計 500kW未満
単独計器

機械式
(定格電流20A,60A)

7年

電子式 10年

変成器付計器
機械式 5年
電子式 7年

精密電力量計 500kW以上 変成器付計器
機械式 5年
電子式 7年

特別精密電力量計 10,000kW以上 変成器付計器
機械式 5年

電子式 7年
製造事業者

②工場試験

③検定

特定計量器

型式承認機器(①)の製造

出荷

取引規程 第2章 第13条

試験項目 等 ①特定計量器(型式試験) ②メーカー工場試験 ③検定(簡易試験)

器差、電気的性能
(項目、誤差率)

JIS C 1216-2
に準じる

JIS C 1216-2
一部の試験

同左

構造基準
(表記、耐久性等）

JIS C 1216-2
に準じる

JIS C 1216-2
一部の試験

同左

試験基準器
基準器検査規則
第9,15条に準じる

ー
基準器検査規則
第9,15条に準じる

試験者 計量士 ー 計量士

【試験の種類】

【計器の種類と有効期限】

アセスメントに必要な
計量設備(7/10)

30旧
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 市場運営者が指定する計量器（電力計：トランスデューサ等）に取り付けるその他付属装置のうち、変成
器は、日本産業規格JIS C 1731-1およびJIS C 1731-2または電気学会電気規格調査会標準規格
JEC1201に準ずるものとし、確度階級は、リソースの定格に依らず1.0級、あるいは、より高精度なものを適
用していただきます。

 取り付けるその他付属装置のうち、変成器および変成器の2次配線の健全性を確認するため、定期的な試
験（1回/21年以内 ）を取引会員（委託可）に実施していただきます。

 なお、試験結果については、属地TSOの求めに応じて提出していただきます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

試験内容 負担測定・外観点検等

試験頻度

1回/21年以内
（２次側を変更した場合は都度、負担
測定の実施と記録を行うこととし、変更
後の負担が誤差保証範囲を超えた場

合は試験を行うこと）

VT・CT
トランス

デューサー等
通信端末

リソースの定格 確度階級

依存しない
1.0級、あるいは
より高精度なもの

アセスメントに必要な
計量設備(8/10)

取引規程 第2章 第13条

31新
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 市場運営者が指定する計量器（電力計：トランスデューサ等）に取り付けるその他付属装置のうち、変成
器は、日本工業規格JIS C 1731または電気学会電気規格調査会標準規格JEC1201に準ずるものとし、
確度階級は、リソースの定格に依らず1.0級、あるいは、より指数の低い（高精度な）もの変成器を適用し
ていただきます。

 取り付けるその他付属装置のうち、変成器および変成器の2次配線の健全性を確認するため、定期的な試
験（1回/21年以内 ）を取引会員（委託可）に実施していただきます。

 なお、試験結果については、属地TSOの求めに応じて提出していただきます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

試験内容 負担測定・外観点検等

試験頻度
1回/21年以内

（２次側を変更した場合は都度、負担
測定の実施と記録を行うこと）

VT・CT
トランス

デューサー等
通信端末

リソースの定格 確度階級

依存しない 1.0級

アセスメントに必要な
計量設備(8/10)

取引規程 第2章 第13条

31旧
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 「計量法にもとづく特定計量器（電力量計）」を別途取り付ける場合、その他付属装置のうち、変成器は、日
本産業規格JIS C 1736-2に準ずるものを適用し、階級も特定計量器の種類に応じたもの、あるいは、より高
精度なものを適用していただきます。

 変成器の検査の有効期間については、法令上明記されていませんが、計器の特別検定を受けられる期間から
実質的に決定されます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

VT・CT
特定計量器

（スマメ以外）
パルス

受信装置
通信端末

VT・CT
特定計量器
（スマメ）

EMS等 通信端末

取引規程 第2章 第13条

計器と変成器の組み合わせ 計量範囲

1.0W級（普通電力量計) 500kW未満

0.5W級（精密電力量計) 500kW以上

0.3W級（特別精密電力量計) 10,000kW以上

計器

変成器

計器に変成器を
添える

計器に変成器を
添える

計器に変成器を
添えなくてよい

計器に変成器を
添えなくてよい

検定証印の
有効期間以内

検定証印の
有効期間以内

検定証印の
有効期間以内

最長21年

【特定計量器の検定期間】

特検 特検同検 同検

同検 同検

凡例
：特別検定。

計器単独の検定。

：同時検定。
計器と変成器の
組み合わせ検定

特検

同検

アセスメントに必要な
計量設備(9/10)

32新
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 「計量法で定める特定計量器」を別途取り付ける場合、その他付属装置のうち、変成器は、日本工業規格
JIS C 1736-2に準ずるものを適用し、階級も特定計量器の種類に応じたもの、あるいは、より階級の低い
（高精度な）ものを適用していただきます。

 変成器の検査の有効期間については、法令上明記されていませんが、計器の特別検定を受けられる期間から
実質的に決定されます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.

VT・CT 電力量計
パルス

受信装置
通信端末

VT・CT スマメ EMS等 通信端末

取引規程 第2章 第13条

計器と変成器の組み合わせ 計量範囲
試験項目 等

試験内容 試験基準器 試験者

普通電力量計(1.0W級) 500kW未満 JIS C 1736-2 に準じる
基準器検査規則
第9,15条に準じる

計量士

精密電力量計(0.5W級) 500kW以上 同上 同上 同上
特別精密電力量計(0.3W級) 10,000kW以上 同上 同上 同上

計器

変成器

計器に変成器を
添える

計器に変成器を
添える

計器に変成器を
添えなくてよい

計器に変成器を
添えなくてよい

検定証印の
有効期間以内

検定証印の
有効期間以内

検定証印の
有効期間以内

最長21年

【試験の種類と試験項目】

【特定計量器の検定期間】

特検 特検同検 同検

同検 同検

凡例
：特別検定。

計器単独の検定。

：同時検定。
計器と変成器の
組み合わせ検定

特検

同検

アセスメントに必要な
計量設備(9/10)
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 トランスデューサの場合、アナログ出力により瞬時電力(kW)を取得する方式やトランスデューサからパルス出
力により電力量を取得する方式があります。（パルス出力による電力量を活用する場合はスマメによる補正
計測電力の算出と同様となります）

 アナログ出力により瞬時電力(kW)を取得する場合、サンプリング周期を長く設定すると平均電力(kW)の誤
差が大きくなるため、サンプリング周期を1秒以下とさせていただきます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.
アセスメントに必要な
計量設備(10/10)

取引規程 第2章 第13条

VT・CT
トランスデューサ

等
通信端末

瞬時電力
(kW)

〇アナログ出力により瞬時電力(kW)を取得する例

1,000

トランスデューサ 受信端末

Ａ／Ｄ変換

平均電力
(kW)

あらかじめ指定した周期のデータ数
平均電力(kW)＝

サンプリングされた瞬時電力(kW)の合計値
算定式

サンプリング周期

1秒ごと 5秒ごと 10秒ごと

１ 1,000 1,000 1,000

２ 1,100

３ 1,200

４ 1,300

５ 1,400

６ 1,500 1,500

７ 1,600

８ 1,700

９ 1,800

１０ 1,900

平均 1,450 1,250 1,000

33新
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 トランスデューサの場合、アナログ出力により瞬時電力(キロワット)を抽出する方式やトランスデューサからパル
ス出力により電力量を取得する方式があります。（パルス出力による電力量を活用する場合はスマメによる
補正計測電力の算出と同様となります）

 アナログ出力により瞬時電力(キロワット)を抽出する場合、サンプリング周期を長く設定すると平均電力(キロ
ワット)の誤差が大きくなるため、サンプリング周期を1秒以下とさせていただきます。

リソース等が満たすべき要件1-2. d.
アセスメントに必要な
計量設備(10/10)

取引規程 第2章 第13条

VT・CT
トランスデューサ

等
通信端末

瞬時電力
(キロワット)

〇アナログ出力により瞬時電力(キロワット)を抽出する例

1,000

トランスデューサ 受信端末

Ａ／Ｄ変換

平均電力
(キロワット)

あらかじめ指定した周期のデータ数
平均電力(キロワット)＝

サンプリングされた瞬時電力(キロワット)の合計値
算定式

サンプリング周期

1秒ごと 5秒ごと 10秒ごと

１ 1,000 1,000 1,000

２ 1,100

３ 1,200

４ 1,300

５ 1,400

６ 1,500 1,500

７ 1,600

８ 1,700

９ 1,800

１０ 1,900

平均 1,450 1,250 1,000
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 パルスやデジタル値により電力量を取得できる計量器の場合、送信周期に合わせ計量値を取得し、その周
期における平均電力（kW）を算出します。この値が補正計測電力となります。

リソース等が満たすべき要件1-2.

スマメ
EMS
等

①9時00分に”電力量
計測値”を要求

②９時00分の”電力量
計測値180kWh”を送信

〇30分平均電力(補正計測電力)を算出する例

スマメ
EMS
等

①9時30分に”電力量
計測値”を要求

②９時30分の”電力量
計測値215kWh”を送信

9時00分から9時30分の30分kWhは、215kWh－180kWh=35kWh
9時00分から9時30分の30分平均電力kWは、35kWh÷30×60＝70kW

スマメ
EMS
等

①9時00分に”電力量
計測値”を要求

②９時00分の”電力量
計測値180kWh”を送信

〇5分平均電力(補正計測電力)を算出する例

スマメ
EMS
等

①9時05分に”電力量
計測値”を要求

②９時05分の”電力量
計測値186kWh”を送信

9時00分から9時05分の5分kWhは、186kWh－180kWh=6kWh
9時00分から9時05分の5分平均電力kWは、6kWh÷5×60＝72kW

取引規程 第2章 第13条

e.
アセスメントを行うために必要な
データを送信する設備(1/4)
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 パルスやデジタル値により電力量を取得できる計量器の場合、送信周期に合わせ計量値を取得し、その周
期における平均電力（キロワット）を算出します。この値が補正計測電力となります。

リソース等が満たすべき要件1-2.

スマメ
EMS
等

①9時00分に”積算電
力量計測値”を要求

②９時00分の”積算電
力量計測値180kWh”
を送信

〇30分平均電力(補正計測電力)を算出する例

スマメ
EMS
等

①9時30分に”積算電
力量計測値”を要求

②９時30分の”積算電
力量計測値215kWh”
を送信

9時00分から9時30分の30分kWhは、215kWh－180kWh=35kWh
9時00分から9時30分の30分平均電力kWは、35kWh÷30×60＝70kW

スマメ
EMS
等

①9時00分に”積算電
力量計測値”を要求

②９時00分の”積算電
力量計測値180kWh”
を送信

〇5分平均電力(補正計測電力)を算出する例

スマメ
EMS
等

①9時05分に”積算電
力量計測値”を要求

②９時05分の”積算電
力量計測値186kWh”
を送信

9時00分から9時05分の5分kWhは、186kWh－180kWh=6kWh
9時00分から9時05分の5分平均電力kWは、6kWh÷5×60＝72kW

取引規程 第2章 第13条

e.
アセスメントを行うために必要な
データを送信する設備(1/4)
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 変成器を介して計量している電力量計においては、計量された電力量に合成変成比（合成変成比＝変圧
比×変流比）を乗じた値が、34スライドの電力量計測値となります。

合成変成比の乗算処理(参考)

例2：低圧CT(電流のみ変流)300Aの場合
変流比：300A/5A=60 よって合成変成比60＝60倍
電力量計の計量値を60倍した数字が負荷で消費される
電力量計測値となる。

例１：6.6kV, 20AのVCTの場合
変圧比：6600V/110V=60
変流比：20A/5A=4 よって合成変成比60×4＝240倍
電力量計の計量値を240倍した数字が負荷で消費される
電力量計測値となる。

負荷

300A 5A
スマメ

CT

負荷

20A 5A

電力
量計

CT

VT

6600V 110V

〇合成変成比倍の適用例

取引規程 第2章 第13条
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 変成器を介して計量している電力量計においては、計量された電力量に合成変成比（合成変成比＝変圧
比×変流比）を乗じた値が、34スライドの積算電力量計測値となります。

合成変成比の乗算処理(参考)

例2：低圧CT(電流のみ変流)300Aの場合
変流比：300A/5A=60 よって合成変成比60＝60倍
電力量計の計量値を60倍した数字が積算電力量計測値となる。

例１：6.6kV, 20AのVCTの場合
変圧比：6600V/110V=60
変流比：20A/5A=4 よって合成変成比60×4＝240倍
電力量計の計量値を240倍した数字が積算電力量計測値となる。

負荷

300A 5A
スマメ

CT

負荷

20A 5A

電力
量計

CT

VT

6600V 110V

〇合成変成比倍の適用例

取引規程 第2章 第13条
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36約款損失率で修正した補正計測電力の算出(参考)

 需要リソースの場合、35スライドの合成変成比の乗算処理に加え、属地エリアの託送供給等約款で定める
損失率で、電力量計測値を修正します。

 また、約定希望ΔkW、約定可能な最低ΔkW（以下、「最小約定希望量」と言います。）に対しても、属
地エリアの託送供給等約款で定める損失率※1で修正した値で入札していただきます。

修正後電力量計測値＝

※2 例：特別高圧損失率:2.9%
高圧損失率:4.2%

1-損失率※2

電力量計測値

計量器

Ｇ

1,000kWh 計量器

L

958kWh

1,000kWh

電力量損失42kWh

〇実績電力量と電力量損失について

〇需要リソースを用いる場合の実績
電力量算出方法について

計量器

L1

特別高圧

計量器

L2

高圧

958kWh

損失率で修正
1,000kWh

2,913kWh

損失率で修正
3,000kWh

複数の需要リソースを用いる取引会員が算出する修正後電力
量計測値は、電力量計測値に対して、電圧別の損失率で修正
した後、対象地点の電力量を合算する。
（例）
L1修正後電力量計測値＝ =3,000kWh

L2修正後電力量計測値＝ =1,000kWh

合計値
=3,000+1,000=4,000kWh

1-0.029

2,913 

1-0.042

958

電力量計測値

損失率で修正

電力量計測値電力量計測値

電力系統

取引規程 第2章 第13条
※1 損失率については、属地エリアの託送供給等約款

で定める最新の値を適用いただきます。

新
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 需要リソースの場合、35スライドの合成変成比の乗算処理に加え、属地エリアの託送供給等約款で定める
損失率で、積算電力量計測値を修正します。

 また、約定希望ΔkW、約定可能な最低ΔkW（以下、「最小約定希望量」と言います。）に対しても、属
地エリアの託送供給等約款で定める損失率※1で修正した値で入札していただきます。

約款損失率で修正した補正計測電力の算出(参考)

修正後積算電力量計測値＝

※2 例：特別高圧損失率:2.9%
高圧損失率:4.2%

1-損失率※2

計測値

計量器

Ｇ

1,000kWh 計量器

L

958kWh

1,000kWh

電力量損失42kWh

〇実績電力量と電力量損失について

〇需要リソースを用いる場合の実績
電力量算出方法について

計量器

L1

特別高圧

計量器

L2

高圧

958kWh

損失率で修正
1,000kWh

2,913kWh

損失率で修正
3,000kWh

複数の需要リソースを用いる取引会員が算出する修正後の積
算電力量計測値は、計測値に対して、電圧別の損失率で修正
した後、対象地点の電力量を合算する。
（例）
L1修正後積算電力量計測値＝ =3,000kWh

L2修正後積算電力量計測値＝ =1,000kWh

合計値
=3,000+1,000=4,000kWh

1-0.029

2,913 

1-0.042

958

積算電力量計測値

損失率で修正

計測値計測値

電力系統

取引規程 第2章 第13条
※1 損失率については、属地エリアの託送供給等約款

で定める最新の値を適用いただきます。
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 技術上、経済上やむを得ない場合で、受電電圧と異なる電圧で計量を行うときは、属地TSOとの協議によ
り定めた算出式により、電力量計測値や、補正計測電力を修正します。

リソース等が満たすべき要件(参考)

3,000kW

昇圧Tr

電力系統

計量器

発電端から送電端に換算

G３

【発電端から送電端への換算例】
送電端計測値＝(発電端計測値3,000kW-所内負荷100kW)

×(1-トランスロス0.02)
＝2,842kW

3,000kW

3,000kW

2,842kW

Ｇ３発電機の場合発電リソース(G1,G3市場参入する場合)

所内負荷

G２G１ G３

電力系統

応動評価用計量器応動評価用計量器

応動評価用計量器

100kW

Trロス2%

取引規程 第2章 第13条

〇トランスデューサ等で計量する場合
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 技術上、経済上やむを得ない場合で、受電電圧と異なる電圧で計量を行うときは、属地TSOとの協議によ
り定めた算出式により、積算電力量計測値や、補正計測電力を修正します。

リソース等が満たすべき要件(参考)

3,000kW

昇圧Tr

電力系統

計量器

発電端から送電端に換算

G３

【発電端から送電端への換算例】
送電端計測値＝(発電端計測値3,000kW-所内負荷100kW)

×(1-トランスロス0.02)
＝2,842kW

3,000kW

3,000kW

2,842kW

Ｇ３発電機の場合発電リソース(G1,G3市場参入する場合)

所内負荷

G２G１ G３

電力系統

応動評価用計量器応動評価用計量器

応動評価用計量器

100kW

Trロス2%

取引規程 第2章 第13条

〇トランスデューサ等で計量する場合
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 実働試験の評価に用いる「5分kW値」について、電力量計の計測値を用いる場合は、下記の要領で「5分
平均電力」を算定します。

○出力が一定の場合、kW計量値は計量周期によらず
一定ですが、kWh計量値は計量周期によって異な
ります。 （右図参照）

○そのため、事前審査の評価は5分平均電力（補正計
測電力）の単位であるkWに統一して行います。
○なお、35～37スライドに準じて、合成変成比や損失
率等を用いた修正を行っていただきます。

5分kW値の作成例(参考)

取引規程 第3章 第24条

スマメ HEMS
または
EMS

①9時00分に”電力量
計測値”を要求

②９時00分の”電力量
計測値180kWh”を送
信

〇5分平均電力(補正計測電力)を算出する例

スマメ HEMS
または
EMS

①9時05分に”電力量
計測値”を要求

②９時05分の”電力量
計測値186kWh”を送
信

9時00分から9時05分の5分kWhは、186kWh－180kWh=6kWh
9時00分から9時05分の5分平均電力kWは、6kWh÷5×60＝72kW
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 実働試験の評価に用いる「5分kW値」について、積算電力量計の計測値を用いる場合は、下記の要領で
「5分平均電力」を算定します。

○出力が一定の場合、kW計量値は計量周期によらず
一定ですが、kWh計量値は計量周期によって異な
ります。 （右図参照）

○そのため、事前審査の評価は5分平均電力（補正計
測電力）の単位であるkWに統一して行います。
○なお、35～37スライドに準じて、合成変成比や損失
率等を用いた修正を行っていただきます。

5分kW値の作成例(参考)

取引規程 第3章 第24条

スマメ HEMS
または
EMS

①9時00分に”積算電
力量計測値”を要求

②９時00分の”積算電
力量計測値180kWh”
を送信

〇5分平均電力(補正計測電力)を算出する例

スマメ HEMS
または
EMS

①9時05分に”積算電
力量計測値”を要求

②９時05分の”積算電
力量計測値186kWh”
を送信

9時00分から9時05分の5分kWhは、186kWh－180kWh=6kWh
9時00分から9時05分の5分平均電力kWは、6kWh÷5×60＝72kW
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